
健康福祉委員会資料

（消防局関係）

１ 平成２８年第１回定例会追加議案の説明

（１）議案第８６号 川崎市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の

制定について

・新旧対照表



川崎市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 改正案 現 行 

○川崎市消防団員等公務災害補償条例 ○川崎市消防団員等公務災害補償条例 

昭和36年３月31日条例第23号 昭和36年３月31日条例第23号

（他の法律による給付との調整） （他の法律による給付との調整） 

第４条 略 第４条 年金たる公務災害補償を受ける権利を有する者が、当該公務災害補

償の事由について次の表の左欄に掲げる年金たる公務災害補償の種類に応

じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、

当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定（第14条の２を

除く。）による年金たる公務災害補償の額に、同表の左欄に掲げる当該年

金たる公務災害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金

たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額（その額が当該年金

たる公務災害補償の額から当該公務災害補償の事由について支給される同

表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額の合計額を控除した残

額を下回る場合には、当該残額）を支給し、その額に50円未満の端数があ

るときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これ

を100円に切り上げるものとする。 

傷病補償年

金（第１３

条の２に規

定する公務

上の災害に

係るものを

除く。）

厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５

号）による障害厚生年金又は被用者年金制

度の一元化等を図るための厚生年金保険

法等の一部を改正する法律（平成２４年法

律第６３号。以下「平成２４年一元化法」

という。）附則第４１条第１項の規定によ

る障害共済年金若しくは平成２４年一元

化法附則第６５条第１項の規定による障

害共済年金（以下「障害厚生年金等」とい

う。）及び国民年金法（昭和３４年法律第

１４１号）による障害基礎年金（同法第３

０条の４の規定による障害基礎年金を除

く。以下「障害基礎年金」という。）

0.73 傷病補償年

金（第１３

条の２に規

定する公務

上の災害に

係るものを

除く。）

厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５

号）による障害厚生年金又は被用者年金制

度の一元化等を図るための厚生年金保険

法等の一部を改正する法律（平成２４年法

律第６３号。以下「平成２４年一元化法」

という。）附則第４１条第１項の規定によ

る障害共済年金若しくは平成２４年一元

化法附則第６５条第１項の規定による障

害共済年金（以下「障害厚生年金等」とい

う。）及び国民年金法（昭和３４年法律第

１４１号）による障害基礎年金（同法第３

０条の４の規定による障害基礎年金を除

く。以下「障害基礎年金」という。）

0.73
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 改正案 現 行 

障害厚生年金等（当該補償の事由となった

障害について障害基礎年金が支給される

場合を除く。）

0.88

障害基礎年金（当該補償の事由となった障

害について平成２４年一元化法附則第３

７条第１項に規定する給付のうち障害共

済年金、平成２４年一元化法附則第６１条

第１項に規定する給付のうち障害共済年

金、平成２４年一元化法附則第７９条に規

定する給付のうち障害共済年金又は厚生

年金保険制度及び農林漁業団体職員共済

組合制度の統合を図るための農林漁業団

体職員共済組合法等を廃止する等の法律

（平成１３年法律第１０１号）附則第２条

第１項第２号に規定する旧農林共済法（以

下「旧農林共済法」という。）による障害

共済年金（以下「平成２４年一元化法改正

前国共済法等による障害共済年金」とい

う。）が支給される場合を除く。）

0.88

国民年金法等の一部を改正する法律（昭和

６０年法律第３４号。以下「国民年金等改

正法」という。）附則第８７条第１項に規

定する年金たる保険給付のうち障害年金

（以下「旧船員保険法による障害年金」と

いう。）

0.75

国民年金等改正法附則第７８条第１項に

規定する年金たる保険給付のうち障害年

金（以下「旧厚生年金保険法による障害年

0.75

障害厚生年金等（当該補償の事由となった

障害について障害基礎年金が支給される

場合を除く。）

0.86

障害基礎年金（当該補償の事由となった障

害について平成２４年一元化法附則第３

７条第１項に規定する給付のうち障害共

済年金、平成２４年一元化法附則第６１条

第１項に規定する給付のうち障害共済年

金、平成２４年一元化法附則第７９条に規

定する給付のうち障害共済年金又は厚生

年金保険制度及び農林漁業団体職員共済

組合制度の統合を図るための農林漁業団

体職員共済組合法等を廃止する等の法律

（平成１３年法律第１０１号）附則第２条

第１項第２号に規定する旧農林共済法（以

下「旧農林共済法」という。）による障害

共済年金（以下「平成２４年一元化法改正

前国共済法等による障害共済年金」とい

う。）が支給される場合を除く。）

0.88

国民年金法等の一部を改正する法律（昭和

６０年法律第３４号。以下「国民年金等改

正法」という。）附則第８７条第１項に規

定する年金たる保険給付のうち障害年金

（以下「旧船員保険法による障害年金」と

いう。）

0.75

国民年金等改正法附則第７８条第１項に

規定する年金たる保険給付のうち障害年

金（以下「旧厚生年金保険法による障害年

0.75
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 改正案 現 行 

金」という。）

国民年金等改正法附則第３２条第１項に

規定する年金たる給付のうち障害年金（以

下「旧国民年金法による障害年金」とい

う。）

0.89

傷病補償年

金（第１３

条の２に規

定する公務

上の災害に

係るものに

限る。）

障害厚生年金等及び障害基礎年金 0.82（第１
級又は第２

級の傷病等

級に該当す

る障害に係

る傷病補償

年金にあっ

ては、0.81）
障害厚生年金等（当該補償の事由となった

障害について障害基礎年金が支給される

場合を除く。）

0.92（第１
級の傷病等

級に該当す

る障害に係

る傷病補償

年金にあっ

ては、0.91）
障害基礎年金（当該補償の事由となった障

害について平成２４年一元化法改正前国

共済法等による障害共済年金が支給され

る場合を除く。）

0.92（第１
級の傷病等

級に該当す

る障害に係

る傷病補償

年金にあっ

ては、0.91）
旧船員保険法による障害年金 0.83（第１

級の傷病等

金」という。）

国民年金等改正法附則第３２条第１項に

規定する年金たる給付のうち障害年金（以

下「旧国民年金法による障害年金」とい

う。）

0.89

傷病補償年

金（第１３

条の２に規

定する公務

上の災害に

係るものに

限る。）

障害厚生年金等及び障害基礎年金 0.82（第１
級又は第２

級の傷病等

級に該当す

る障害に係

る傷病補償

年金にあっ

ては、0.81）
障害厚生年金等（当該補償の事由となった

障害について障害基礎年金が支給される

場合を除く。）

0.91（第１
級又は第２

級の傷病等

級に該当す

る障害に係

る傷病補償

年金にあっ

ては、0.90）
障害基礎年金（当該補償の事由となった障

害について平成２４年一元化法改正前国

共済法等による障害共済年金が支給され

る場合を除く。）

0.92（第１
級の傷病等

級に該当す

る障害に係

る傷病補償

年金にあっ

ては、0.91）
旧船員保険法による障害年金 0.83（第１
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 改正案 現 行 

級に該当す

る障害に係

る傷病補償

年金にあっ

ては、0.82）
旧厚生年金保険法による障害年金 0.83（第１

級の傷病等

級に該当す

る障害に係

る傷病補償

年金にあっ

ては、0.82）
旧国民年金法による障害年金 0.93（第１

級又は第２

級の傷病等

級に該当す

る障害に係

る傷病補償

年金にあっ

ては、0.92）

級の傷病等

級に該当す

る障害に係

る傷病補償

年金にあっ

ては、0.82）
旧厚生年金保険法による障害年金 0.83（第１

級の傷病等

級に該当す

る障害に係

る傷病補償

年金にあっ

ては、0.82）
旧国民年金法による障害年金 0.93（第１

級又は第２

級の傷病等

級に該当す

る障害に係

る傷病補償

年金にあっ

ては、0.92）

２ 年金たる公務災害補償を受ける権利を有する者が、当該公務災害補償の

事由について次の各号に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場

合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定による

年金たる公務災害補償の額から当該各号に掲げる年金たる給付の額を控除

した残額を支給する。 

２ 年金たる公務災害補償を受ける権利を有する者が、当該公務災害補償の

事由について次の各号に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場

合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定による

年金たる公務災害補償の額から当該各号に掲げる年金たる給付の額を控除

した残額を支給する。 

(１) 国民年金法第30条の４の規定による障害基礎年金 (１) 国民年金法第30条の４の規定による障害基礎年金 
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 改正案 現 行 

(２) 国民年金等改正法附則第28条第１項の規定による遺族基礎年金 (２) 国民年金等改正法附則第28条第１項の規定による遺族基礎年金 

３ 休業補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について次の表の左欄

に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、こ

の条例の規定にかかわらず、この条例の規定による休業補償の額に、同表

の左欄に掲げる法律による年金たる給付の種類に応じ同表の右欄に掲げる

率を乗じて得た額（その額がこの条例の規定による休業補償の額から同一

の事由について支給される当該年金たる給付の額の合計額を３６５で除し

て得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額）を支給する。 

３ 休業補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について次の表の左欄

に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、こ

の条例の規定にかかわらず、この条例の規定による休業補償の額に、同表

の左欄に掲げる法律による年金たる給付の種類に応じ同表の右欄に掲げる

率を乗じて得た額（その額がこの条例の規定による休業補償の額から同一

の事由について支給される当該年金たる給付の額の合計額を３６５で除し

て得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額）を支給する。 

 障害厚生年金等及び障害基礎年金 0.73   障害厚生年金等及び障害基礎年金 0.73  

障害厚生年金等（当該補償の事由となった障害について

障害基礎年金が支給される場合を除く。） 

0.88   障害厚生年金等（当該補償の事由となった障害について障害

基礎年金が支給される場合を除く。） 

0.86 

障害基礎年金（当該補償の事由となった障害について障

害厚生年金等又は平成２４年一元化法改正前国共済法

等による障害共済年金が支給される場合を除く。） 

0.88   障害基礎年金（当該補償の事由となった障害について障害厚

生年金等又は平成２４年一元化法改正前国共済法等による

障害共済年金が支給される場合を除く。） 

0.88  

 旧船員保険法による障害年金 0.75   旧船員保険法による障害年金 0.75  

 旧厚生年金保険法による障害年金 0.75   旧厚生年金保険法による障害年金 0.75  

 旧国民年金法による障害年金 0.89   旧国民年金法による障害年金 0.89  

４ 略 ４ 略 
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